
H28.2.1定例記者会見資料【管財課】 

栃木市デジタルサイネージ広告併設 

タッチパネル情報端末の設置について 

 

栃木市では、これまでにも市有資産を有効活用し市の歳入確保を図ってまいりまし

たが、このたび、市役所本庁舎の余剰スペースを利用し、新たな広告事業を行うこと

としました。この事業の特徴は、広告用のモニターのほか、タッチパネル式の情報端

末を併設するところにあります。 

情報端末は栃木市ＨＰ等の閲覧が可能ですので、市政情報のほか、災害情報の収集

にも役立ちます。設置業者は公募でのプロポーザル方式で選定しました。 

 

【ポイント】 

・パソコン等を所有しておらず、栃木市 HP の閲覧ができない市民が、HP の閲覧が

できるようになる。 

・閲覧できるＨＰは栃木市ＨＰ、市内観光協会のＨＰ、栃木市の公式フェイスブック

とツイッターの４種類。 

・通常の市政情報のほか、観光協会のＨＰも閲覧できるため、観光客にとっても利用

価値の高いものとなる。 

・広告モニターにおいても広告のみではなく、定期的に天気予報やニュースが流れる。 

・４７インチのタッチパネル式のモニターなので直感的な操作が可能。 

・設置事業者は、公募型プロポーザル方式により決定した。 

・設置業者において行う広告運営の収入で情報端末の運営を行う 

・栃木市の費用負担はなし 

・契約は５年間で貸付料の総額は２，７２１，６００円（消費税８％で計算） 

・貸付料のほか、電気使用料も設置業者からいただく。 

・市は事業者が選定した広告主及び広告の内容の審査を「栃木市広告掲載要綱」及び

「広告掲載要件」に基づき行う。 

・端末の運営、保守の一切を設置業者が行う。 

 

※他市の状況 

 県外において、奈良県奈良市が実施（県内では初） 

 

※使用開始日 

 平成２８年３月１日 

 供用時間は午前８時半から午後７時 

 （閉庁日については１階商業施設が営業している午前１０時から午後７時） 

 

 
問合せ先 

栃木市管財課庁舎管理担当  

担当 川田 

☎ 0282-21-2605 

FAX 0282-21-2676 
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